
登米市公告第１５２号

建設工事一般競争入札（郵便入札）公告

  条件付（制限付）一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の６の規定により、次のとおり公告する。

平成２１年８月２４日

登米市長 布 施 孝 尚

１ 条件付（制限付）一般競争入札に付する事項

（１）工 事 番 号  請第 76号

（２）工 事 名  平成２１年度沢田地区（農集排）処理施設（躯体）工事

（３）施 工 場 所  登米市南方町沢田屋敷地内

（４）工   期  契約締結日の翌日から平成２２年３月１９日

（５）工 事 概 要  処理施設（躯体）工事

・土工事：一式

・杭基礎工事：PHC杭打設（φ500～600）

・コンクリート工事：処理槽部・建築床部

・防水・防食工事：防水・防食工事

・仮設工事：土留め工

（６）支 払 条 件  前払金 有

（７）最低制限価格   契約の内容に適合した履行を確保するため最低制限価格を設定する

（８）入 札 方 法  条件付（制限付）一般競争入札【郵便入札】

２ 入札に参加できる者に必要な資格に関する事項

  登米市競争入札参加資格及び審査等に関する規程第５条第２項の規定に基づく平成 21・22

年度有資格者で、開札日当日において次の要件を満たしていること。

登録業種 土木一式工事

登録等級（公告日現在） Ｓ等級、Ａ等級のいずれかの業者

事業所の所在地に関する条件 登米市内に本社（本店）を有していること

施工実績に関する条件 なし

配置技術者に関する条件

建設業法に規定する技術者の配置ができること。また、専任

の技術者を配置することとなる場合は、開札日の前日以前に

3 か月以上、それ以外の場合は開札日の前日から入札参加業

者と直接的な雇用関係があること。

その他 別紙「郵便入札公告共通事項」に示すとおりとする

３ 入札及び工事担当課

区分 担当課 電話番号 住所

入札担当課 総務部総務課契約係 ０２２０－２２－２０９１
９８７－０５９５

登米市迫町佐沼字中江二丁目 6 番地１

工事担当課 建設部下水道課 ０２２０－３４－２３５９
９８７－０６０２

登米市中田町上沼字西桜場１８番地



４ 入札日程

手続等 期間・期日・期限 場所

設計図書等の閲覧 平成 21年 8月 25日～

平成 21年 9月 8日

登米市迫町佐沼字中江二丁目 6 番地１

登米市役所迫庁舎閲覧所

質問書の受付 平成 21年 8月 25日～

平成 21年 9月 8日

登米市迫町佐沼字中江二丁目 6 番地１

総務部総務課契約係

回答書の閲覧 平成 21年 8月 25日～

平成 21年 9月 10日

登米市迫町佐沼字中江二丁目 6 番地１

登米市役所迫庁舎閲覧所

入札書の郵送受付期間 平成 21年 9月 6日（日）～

平成 21年 9月 15日（火）

午後 4時まで必着

（期限まで到達したもののみ有効。配達証

明付郵便に限る。）

郵送先 〒987－0595（専用郵便番号）

佐沼郵便局留

登米市総務部総務課契約係

開 札 平成 21年 9月 16日（水）

午前 10時 00分から

登米市迫公民館 ２階 大会議室

入札結果の公表 契約締結後 登米市ホームページ及び登米市総務部総

務課

（注１） 上記の期間は、登米市の休日を定める条例による市の休日を除く午前９時から午後４

時まで（正午から午後１時までを除く）とする。

５ 開札への立会い

  開札への立会いは、当該入札参加者のみ認めるものとするので、代理人が開札に立ち会う場

合は、委任状を提出すること。

６ 資格審査時の提出書類

  入札執行者から開札後入札参加資格確認書類を求められた場合は、次の書類を提出する

こと。

(1) 配置技術者届出書                 １部

  (2) 配置技術者の資格者証の写し            １部

(3) 配置技術者と雇用関係が確認できる書類       １部

(4) その他入札執行者が入札参加資格確認のため必要と認めた書類

７ 工事費内訳書の提出

(1) 入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。

(2) 工事費内訳書については、入札書を提出する中封筒に同封して提出すること。

８ 設計図書の閲覧等

設計図書の閲覧期間及び場所は、４に示すとおりとするが、希望者は閲覧期間中、下記

の場所において設計図書等を有料にて複写することができる。

複写場所 住  所  登米市迫町佐沼字中江１－１０－５

        商  号  （株）プリントシステム

        電話番号  ０２２０－２２－８２３５

９ その他

別紙「郵便入札公告共通事項」に示すとおりとする。


